
 

 

 

 

 

 

 

 

 

内々定を出した後、 

不適性と思われる内々定者の扱い 

 

内々定者を集めた食事会やセミナーで、面接では

わからなかった素行や性格面が判明することがあ

ります。この学生はどうも問題があり、会社の一

員に相応しくない、入社してもらうわけにはいか

ないと思われる事態にどう対応・判断すべきでし

ょうか。 

 

内々定とは 

そもそも内々定と内定の違いはなんでしょうか。

一般的に内々定は内定とほぼ同じ意味になります

が、内々定は労動契約成立前（労働契約には至っ

ていない状態）のことを指します。つまり内々定

とは企業と学生との口約束の状態だと言え、法的

な拘束力はありません。 

 

内々定を取り消すデメリット 

労働契約が成立していないことから法律上は問題

ない、内々定の取り消しが出来ると考えてはいけ

ません。内々定を取り消す際の一番のデメリット

は会社の悪評が広まる事です。「あの会社は内々定

を取り消した」として、ネットに口コミが広まり、

大学の学生課からも要注意の会社としてマークさ

れてしまいます。 

 

会社側の都合による内々定の取り消しといった悪

い情報は拡散されやすく、ブラック企業として見 

 

られてしまうため、翌年からの新卒採用では会社

の人気が一気に落ちてしまいます。数年に渡って

悪い噂が流れてしまうため、優秀な人材の確保が

非常に厳しくなることは容易に想像できます。 

 

内々定でも取り消しはできる？ 

内々定の定義は会社ごとに違ってきますが、書面

もしくは口頭で内々定と伝えているケースがほと

んどだと思います。もしも、まだ内定（内々定）を

伝えていない場合は、改めて最終選考をおこない、

不合格を通知すれば問題ありません。 

 

最終選考は回数に制限がありませんので、最終選

考を二度おこなうことも可能です。ただし、事実

上の最終選考が終わっている段階で「ほぼ内々定

です」「最終選考は意思確認のみ」と伝えてしまう

会社があります。 

 

当初は意思確認だけだったとしても、選考過程で

ある以上は不合格にすることは全く問題ありませ

ん。しかし、就活生側からは「嘘をつかれた」「裏

切られた」という印象になってしまいます。採用

担当者が学生にリラックスしてほしいから伝えて

しまうこともありますが、安易な発言には注意し

てください。 

 

内々定の取り消しも違法になるケースもある 

内々定の取り消しは法的には問題にならず、学生

からの損害賠償請求も原則として認められないと

考えられています。そのため「内々定の取り消し
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ならまだ大丈夫」「風評被害さえ気にしなければ問

題ない」と思われるかもしれません。 

 

しかし、過去に内々定の取り消しでも違法と判断

され、損害賠償に至った裁判事例もあります。業

績不振や景気悪化を理由にしても経緯や対応次第

では違法となることを理解しておきましょう。 

 

内々定の取り消しが可能な理由 

合理的な理由があれば内々定の取り消しは可能で

す。合理的な理由は内定取り消しとほぼ同じ条件

になり、留年や傷害事件などで逮捕された場合は

合理的な理由であるとされています。 

 

また経歴詐称も合理的な理由だと判断されます。

ただし、「部活動と言っていたが実はサークルだっ

た」「ゼミ長と言っていたが嘘だった」程度では取

り消しの理由にはなりません。エントリーシート

が偽名だった場合や大学名に虚偽が発覚した場合

が経歴詐称とされています。 

 

内々定後に不適性だと判断される一番多い原因は、

懇親会で内々定者が酔って暴れたり、迷惑行為を

おこなったりするケースです。まだ従業員ではな

いとはいえ会社や同期となるかもしれない人間へ

の迷惑行為を見過ごしてはいけません。 

 

度が過ぎた暴力行為があった場合は内々定の取り

消しも可能だと言えますが、勢いで判断していな

いか冷静になる必要があります。周囲が飲ませす

ぎていなかったか等、中立かつ公平な判断をして

ほしいと思います。 

 

まとめ 

経緯や事情にもよりますが、仮に不適性だと判断

しても内々定を覆すことは無理だと言っていいか

もしれません。法的な問題がないとはいえ企業側

の一方的な都合で内々定を取り消すと問題がある

行為だと判断されます。 

 

そうならないために選考過程でしっかり就活生を

見極める必要があります。SPI 試験や面接だけで

なく判断すると表面的な部分しか見抜けないとき

もあります。最終選考前に座談会を設けるなどし

て、就活生を総合的に判断し、本質を見極めるよ

うにしてください。 

 

 

巻末にアプリ体験方法記載しています。 

◇◆◇◆スマホアプリ「Chaku2NEXT」のデモを 

いますぐ体験できます◇◆◇◆ 

１） お使いのスマホに「ちゃくちゃくネクスト」 

アプリ無ダウンロード 

・GooglePlayまたは App Storeで 

「chaku2-next」と検索 

 

２）ダウロードが完了したら、 

・企業Ｉに「jinji」と入力 

 

３）ユーザーログイン画面でメアドとパスワードを入力 

デモアカウント：member@chaku2.jp 

パスワード：1111 

を入力します。 
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